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近
年
、
賃
貸
住
宅
管
理
の
ト
ラ
ブ
ル
が
話
題
に
な
る
。

家
賃
滞
納
の
際
、
管
理
業
者
が
鍵
を
取
り
替
え
て
借
家
人

が
家
屋
に
立
ち
入
れ
な
い
よ
う
に
し
た
り
、
家
屋
内
の
動

産
を
勝
手
に
処
分
す
る
な
ど
の
行
為
で
あ
る
。
こ
れ
ら
悪

徳
管
理
業
者
を
取
り
締
ま
る
た
め
、
許
可
制
度
等
を
導
入

す
べ
き
だ
と
い
っ
た
議
論
も
あ
る
が
、
事
柄
の
本
質
は
、

滞
納
家
賃
の
回
収
は
法
的
リ
ス
ク
が
大
き
く
、
時
間
と
労

力
の
費
用
も
極
め
て
高
く
つ
く
と
い
う
よ
う
に
、
契
約
履

行
の
費
用
が
多
額
に
上
る
こ
と
で
あ
る
。

　

国
土
交
通
省
が
2
0
0
9
年
4
月
に
行
っ
た
調
査
に
よ

れ
ば
、
家
賃
滞
納
1
件
当
た
り
電
話
連
絡
2
・
8
回
、
書

面
等
送
付
1
・
4
回
、
訪
問
0
・
7
回
等
の
督
促
が
行
わ

れ
、
1
カ
月
経
過
し
て
も
な
お
10
％
の
滞
納
が
残
る
。
う

ち
約
10
％
は
回
収
額
ゼ
ロ
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は

1
件
当
た
り
2
・
4
回
の
訪
問
等
の
督
促
が
さ
ら
に
行
わ

れ
る
。
訴
訟
提
起
案
件
で
は
、
判
決
が
確
定
し
て
強
制
執

行
終
了
に
至
る
平
均
期
間
は
8
・
7
カ
月
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
未
回
収
額
は
、
家
賃
7
・
3
カ
月
分
に
上
り
、
一
方

強
制
執
行
費
用
は
、
1
件
当
た
り
47
万
7
千
円
に
上
る
。

　

加
え
て
家
賃
滞
納
に
基
づ
く
契
約
解
除
で
は
、「
信
頼

関
係
破
壊
の
法
理
」
に
よ
っ
て
、
債
務
不
履
行
が
7
カ
月

分
な
い
し
9
カ
月
分
に
及
ん
で
も
な
お
解
除
を
認
め
な
い

判
例
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
合
法
的
に
契
約
履
行
を
求

め
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
、
業
者
が
強
引
な
退
去
強

制
や
違
法
な
督
促
行
為
に
走
り
が
ち
と
な
る
の
は
当
然
で

あ
る
。
9
カ
月
分
の
家
賃
滞
納
で
な
お
「
信
頼
関
係
が
あ

る
」
な
ど
と
い
う
非
常
識
な
判
決
は
、
家
賃
滞
納
を
助
長

し
、
賃
貸
住
宅
供
給
意
欲
を
阻
害
す
る
と
と
も
に
、
何
よ

り
も
保
証
料
や
家
賃
の
上
昇
を
招
き
、
潜
在
的
な
借
家
人

全
体
の
利
益
を
も
害
す
る
。
市
場
の
停
滞
に
よ
っ
て
固
定

資
産
税
収
な
ど
も
減
少
す
る
。
加
え
て
、
滞
納
も
な
く
、

管
理
コ
ス
ト
が
小
さ
い
多
く
の
善
良
な
借
家
人
は
、
一
部

の
借
家
人
が
も
た
ら
す
大
家
の
損
失
を
転
嫁
さ
せ
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
不
公
平
で
も
あ
る
。

　

契
約
の
履
行
費
用
を
著
し
く
高
め
て
い
る
信
頼
関
係
破

壊
法
理
と
い
っ
た
「
理
論
」
に
値
し
な
い
恣
意
（
し
い
）

的
な
判
例
動
向
が
生
じ
な
い
よ
う
、
立
法
に
よ
る
明
確
な

解
約
基
準
が
必
要
で
あ
る
。

　

ま
た
、
情
報
の
非
対
称
の
問
題
を
緩
和
、
解

決
す
る
た
め
に
は
、
管
理
会
社
、
借
家
人
、
大

家
な
ど
に
つ
い
て
、
そ
の
属
性
や
サ
ー
ビ
ス
の

水
準
、
問
題
点
が
取
引
の
相
手
方
に
と
っ
て
十

分
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。

具
体
的
に
は
滞
納
履
歴
、
退
去
時
の
原
状
回
復

義
務
の
履
行
履
歴
、
悪
質
取
り
立
て
履
歴
な
ど

の
信
用
情
報
を
集
約
・
管
理
す
る
体
制
を
整
備

し
、
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
が
生
じ
に
く
い
市
場
構

造
に
転
換
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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